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茨城県告示第120号

　鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律（平成14年法律第88号）第18条の７第１項の変更の認定をし

たので、同条第２項において準用する同法第18条の５第２項の規定により、次のとおり告示する。

　　　令和５年２月９日

茨城県知事　　大 井 川　　和　　彦　　

【認定鳥獣捕獲等事業者】

　敢名称　一般社団法人茨城県猟友会

　柑住所　茨城県笠間市石寺680番地

　桓代表者の氏名　村上　典男

　変更事項：事業管理責任者

　（変更前）棚谷　稔

　（変更後）髙村　次雄

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
　

茨城県告示第121号

　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第29条第１項の規定に基

づき、次のとおり指定したので、同法第51条第１号の規定により告示する。

　　　令和５年２月９日

茨城県知事　　大 井 川　　和　　彦　　

　

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
　

茨城県告示第122号

　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第29条第１項の規定に基

づき、次のとおり指定したので、同法第51条第１号の規定により告示する。

　　　令和５年２月９日

茨城県知事　　大 井 川　　和　　彦　　
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サービス
の 種 類

指　定
年月日

主たる事務所の
所　　在　　地

事業者の名称事業所の所在地事業所の名称事業所番号

就労継続支援
Ｂ型

令和５年
２月１日

東京都千代田区飯
田橋四丁目７－４
飯田橋グランプラ
ス２Ｆ

株式会社Ｒｉｓ
ｍ

茨城県北茨城市磯
原町磯原158－２

ウィズ0811500297

サービス
の 種 類

指　定
年月日

主たる事務所の
所　　在　　地

事業者の名称事業所の所在地事業所の名称事業所番号

共生型生活介
護

令和５年
２月１日

千葉県野田市宮崎
123番地の16

有限会社ワイオ
ハ

茨城県坂東市矢作
292番地

麗翠堂デイサー
ビス　岩井

0811800309



茨城海区漁業調整委員会指示第６号

　ひらめ資源の繁殖保護を図るため、漁業法（昭和24年法律第267号）第120条第１項の規定に基づき次のとおり指示

する。

　　　令和５年２月９日

茨城海区漁業調整委員会　　　　　

会長　　髙　　濱　　芳　　明　　

１　茨城県海面において、全長30センチメ－トル未満のひらめを採捕してはならない。ただし、試験研究又は教育実

習を目的とするものとして、茨城海区漁業調整委員会の承認を受けた者は、この限りでない。

２　この指示の有効期間は、令和５年４月１日から令和６年３月31日までとする。

３　この指示の定めるもののほか取扱いの細目については、ひらめの採捕に係る委員会指示取扱要領に定めるところ

による。
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